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２ 一括申請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手続きを選ぶ 

送信画面を表示するかの選択 

申請者を選ぶ 

マイナポータル社労法務イージア電子申請 

 

仕様チェックを行う ※ ＣＳＶ方式と連記式の手続のみです 

申請情報を入力する 

CSVを確認する 

提出代行情報を入力・確認する 

 

 

次
の
事
業
所
が
あ
る
場
合 

 

次
の
申
請
手
続
が
あ
る
場
合 

認証方法を選ぶ 

社労法務イージアで行うこと 

ログイン（利用者認証） 

一括申請データの送信 

申請状況を最新情報に更新 

メッセージの取得 

公文書の取得 
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３．一括申請データ作成手順 

３－１．事業所を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２．社労士として申請するか事業主として申請するかを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－３．認証方法を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－４．一括申請データ作成を開始します。 

 

 

 

複数事業所を選択することはできません。 

事業主として申請する場合（企業様の場合）は、事業

主として申請にチェックをつけます。 

電子証明書またはGBIZで認証することができます。 

一括申請データの作成をクリックします。 
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３－５．認証を行います。 

 

電子証明書で認証する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBIZで認証する場合 

 

 

「はい」 をクリックします。 

 

申請データ作成時の認証方法で、送信時にも認証を行

います。 
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３－６．届出を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－７．対象者を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－８．マイナンバーと住所の設定方法について選択します。 

 

現在は、健保組合への申請データのみ 

が申請可能です。 

対象者を日付から選択して申請する人の選

択欄にチェックをつけて、次に 

進みます。 

マイナンバーを取得するかどうかを選択し

ます。取得しない場合は、『個人番号をマイ

ナンバーConnect にて取得する』のチェック

をはずしてください。 

 

住所欄については初期値は、マイナンバーを

取得する場合も、住所を設定します。 
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３－９．マイナンバー取得条件を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－１０．申請情報を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今回、マイナンバーを取得するかどうかを選

択します。 

取得理由は、アクセスログに残すためのもの

で、申請データに反映されるものではありま

せんが、概要は下記のようになります。 

 

新規申請 はじめて申請する場合 

再申請  返戻などで再度申請する場合 

再作成  一度作成したが、申請前に 

     再度申請データ再作成した場合 

 

 

最初に申請者や連絡先を入力します。 

同じ事業所で申請する場合には、２回目から

は保存されています。 

 

１．健保組合を選択します。 

 

２．８桁の保険者番号を入力します。 

 

３． 事業所記号は、マイナポータルの仕様で

は全角文字と半角英数字記号が許可さ

れています。 

 

４． 申請者・連絡先報をクリックします。 

５． 事業所情報より表示をクリックしま

す。 

６． 法人の場合は、法人格と法人格前後

区分を選択してください。 

７． 代表者のメールアドレスを入力しま

す。 

８． データチェックをして赤色になって

いる箇所を入力します。 

 

※住所欄等にハイフンを入れる際は全角

ハイフンを使用してください。 
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３－１１．社労士提出代行の場合は、提出代行情報を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ユーザー情報より表示をクリックし

ます。 

企業様の場合は、事業所情報より表示を 

クリックしていただいても大丈夫です。 

 

2. 代表者のメールアドレスを入力しま

す。 

3. データチェックをして赤色になって

いる箇所を入力します。 

4. 右下の閉じるボタンをクリックしま

す。 

 

１． 提出代行情報をクリックします。 

２． ユーザー情報より表示をクリックしま

す。 

３． 提出代行に関する証明書を添付します。 

 

※ 社労士様が複数在籍されている場合に

は、その都度、提出代行情報は上書き及

び添付選択をしていただく必要が 

あります。 

 

４．データチェックで赤色が消えたら右下の

閉じるをクリックします。 

 



－ ８ － 

３－１２．CSVデータを確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－１３．添付書類を確認・追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． CSVデータの中身をチェックします。 

２． エラーがあれば修正します。 

３． 被保険者番号（健保番号）を指定して申請

したい場合には、「申請データに健保番号

をセットする」にチェックをつけます。 

４． 右下の閉じるボタンをクリックします。 

 

※ 住所は全角で入力してください 

 

※ 手続によっては「続柄コード」「事由コー

ド」が必須入力となっておりますが、こちらは

各健康保険組合が設定しているコードなので、

各健康保険組合へご確認ください。 

１． 添付書類がある場合には、添付書類の

追加をクリックします。 

２． 添付書類を選択します。 

３． 添付書類名称を入力します。 

４． 削除する場合には、削除ボタンをクリ

ックします。 

５． 閉じるボタンをクリックします。 

 

※添付ファイル名に半角カッコや半角の記

号は使用しないようにご注意ください。 
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３－１４．FD番号の設定をおこないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－１５．仕様チェックをかけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６． FD通番を確認して、決定をクリック

します。 

１． 「クリップボードにコピー」をクリ

ックしてから、仕様チェックプログ

ラム起動をクリックして、 

仕様チェックプログラム画面に 

移動します。。 

１． 手動にて仕様チェックを行うをク

リックすると仕様チェックプログ

ラムが立ち上がります。 
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 １． 提出先を選択します 

２． 電子申請を選択します。 

３． 「クリップボードにコピ

ー」したものをファイルの場所

欄に貼り付けます。 

４． チェックをクリックしま

す。 

５． エラーがない場合はキャ

ンセルをクリックして仕様チェ

ックプログラムを閉じます。 

６． エラーが表示された場合  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 提出先を選択します 

３． 電子申請を選択します。 

４． 「クリップボードにコピー」したも

のをファイルの場所欄に貼り付け

ます。 

※ 貼り付ける際に、元々初期値で 

  入力されている「C:」 

    の文字は削除してから貼り付け 

  を行ってください。 

 

５． チェックをクリックします。 

６． エラーがない場合はキャンセルを

クリックして仕様チェックプログ

ラムを閉じます。 

７． エラーが表示された場合はチェッ

ク結果から、エラー内容を確認しま

す。 

１．エラーがなかった場合は、 

「エラーなし」を選択します。 

 

２．チェック完了をクリックして 

申請情報の入力が完了しました 

のOKをクリックします。 

 

３．エラーがあった場合は、申請データ

入力画面に自動的に戻りますので、 

データを修正して、仕様チェックプログ

ラムをかける作業を繰り返してくださ

い。 

 

４．送信画面を表示するかどうかの画面

が表示されますので、そのまま申請する

場合は、「はい」を 

後で申請する場合は、「いいえ」をクリ

ックします。 
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４．マイナポータル 社労法務イージアでの申請手順 

４－１．ログイン認証を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２．認証方法を選択します。 

４－２－１．電子証明書で認証する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． ログイン管理をクリックします。 

 

１． 電子証明書を選択します。 

２． 申請者の電話番号をハイフンなし

で入力します。 

３． 申請者のメールアドレスを入力し

ます。 

４． ログインする をクリックして 

電子証明書を選択します。 

 

 更新できない電子証明書もございま

すので、下記より確認をお願いします。 

 

外部連携API経由で更新できない電子証

明書の種類に関するお知らせ 

 

https://developer.e-gov.go.jp/conte

nts/news/2020-12-24t1919160900_402.

html 

電子証明書を選択して OK をクリックし

ます。 

 

【注意！】 
電子証明書の更新については次ページ

をご覧ください。 

 

更新前に新電子証明書でログインをしてし

まうと旧電子証明書で申請した案件の公文

書取得などができなくなる場合がございま

す。 
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複数の電子証明書で運用している場合は、新旧電子証明書のシリアル（社労士名）が同じもので操作をしてください。 

シリアルが異なる電子証明書で更新してしまうと正しく完了せず公文書取得ができなくなりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子証明書更新について 

次ページ 

 

 

               へ 

旧電子証明書で申請した案件が全て完了している

場合は、更新をせずに新電子証明書で申請を進める

ことが可能です。 

 

「マイナポータル社労法務イージア」メニューにある「ログイン管理」

をクリックし「電子証明書更新」をクリックします 

エラーメッセージが表示されたら「OK」をクリック

します 

下の画面が表示されたら         へ 

手続が完了していない申請案件は残っていますか？ 

旧電子証明書の期限は残っていますか？ 

残っている 
期限が切れている または 削除してしまった 

手順1 

手順2 へ 

手順4 

残っている 残っていない 

全て公文書取得まで完了している 

サポートデスクへご連絡ください 



－ １３ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マイナポータル社労法務イージア」メニューにある 

画面右上の「ログイン管理」をクリックし「電子証明

書更新」ボタンをクリックします 

 

古い電子証明書を選択し「更新」をクリックします 

 

「マイナポータル社労法務イージア」メニューにある

「ログイン管理」をクリックし、古い電子証明書で 

ログインしてください 

手順2 

 

電話：050-1790-1860 

メール：spmail@shalf.jp 

更新作業のため、旧電子証明書の情報を弊社にて

確認します。場合によってはログを取るため、簡

単な操作をお願いすることがあります。 

サポートから連絡がきたら         へ進んでください 手順3 

手順3 

手順4 

サポートデスクへご連絡ください 
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以上で更新作業は完了です。 

 

   受付番号が発行されていない案件がある 

場合は電子証明書の更新作業ができません。 

下のエラーメッセージが表示されたら、 

「受付番号」が発行されていない申請データを最新

の情報に更新してから再度「電子証明書更新」を行

ってください 

 

「更新先選択」画面が表示されるので「OK」をクリック、

新しい電子証明書を選択し「OK」をクリックします 

 

更新内容確認画面が表示されるので、内容を確認し、よけ

れば「更新」をクリックします 

手順5 

手順6 
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４－２－２．GBIZで認証する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 法人番号を入力し、ログインするを

クリックします。 

 

※ 個人事業主の場合は 

 「0000000000000」を入力してくださ 

い。 

 

 

 

 

 

 

 

２． gBizID画面が表示されますので 

アカウント ID とパスワードを入力しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ワンタイムパスワードがスマホのシ

ョートメッセージで届きますので、入力

してOKをクリックします。 

 

ログイン認証ができたら、マイナポータ

ル申請の画面が表示されます、 
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４－３ 申請データを送信します。 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４－４ 申請データを更新します。 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１． 申請するデータを選択します。複数

選択が可能です。 

  全選択や全解除が可能です。 

２．全選択しても実際には、送信まちに

件数がはいっている申請データ（未

送信データ）しか送信されません。 

 

３．申請データの送信 をクリックしま

す。 

１． 申請状況を最新情報に更新 を 

 クリックすると、表示されていない 

届出も含めて未完了の届出は全て 

更新されます。 

ただし、削除とか非表示設定している

届出は更新されません。 

 

２． 届出を選択して更新する場合は、 

表示ボタンから、申請明細画面にて 

最新情報に更新ボタンをクリック 

してください。 

 

３．更新後、未読のメッセージや未読の

公文書件数が表記されます。 



－ １７ － 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表示 状態 

送信待ち  申請データを作成し、送信を待っている状態。 

 受付処理中  申請データを送信し、受付処理が行なわれている状態。 

 処理中  受付処理が完了し、各申請機関への送信や審査等が行われている状態。 

 終了  必要な処理が終了し、その手続きが"終了"した状態です。 

 要ダウンロード  申請先機関からファイルが発行され、手続きを"終了"にするためにダウンロードが必要な状態。 

 取下げ処理中  手続きの取下げを申請した場合に、その処理が行なわれている状態。 

 取下げ済み  取下げ処理が完了し、その手続きが"取下げ済み"となった状態。 

 要確認（取下げ不可）  取下げ処理が不可となり、メッセージ等の確認が必要な状態。 

 要再申請（補正可）  申請先機関から再申請を要求されている状態。 

 要再申請（補正不可）  申請先機関から再申請を要求されている状態。 

 完了  手続きが"終了"もしくは"取下げ"となり、メッセージや公文書が全て既読となっている状態。 

 
 

申請明細画面の「ステータス」に

表示される文言および内容は以

下のとおりです。 
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４－５ 公文書やメッセージを取得します。 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 未読のメッセージ 未読の公文書

から公文書を確認取得できます。 

 

２． 個別の届出から取得したい場合に

は、未読公文書欄に件数が表示され

ている届出の「表示」ボタンをクリ

ックします。 

 

 

 

 

 

 

３． 未読公文書 メッセージ欄は一覧

で未読の公文書や未読のメッセー

ジを確認、取得できます。 

 

４． メッセージをすべて既読にするを

クリックすると、すべてのメッセー

ジが既読に変更されます。 

  未読のメッセージは、タイトル項目

が赤文字になり、既読項目にチェッ

クがついていない状態となります。 

 

５．公文書を取得した場合 

「あり（取得済）」 

公文書を取得していない場合 

「あり（未取得）」 

という表示になります。 

 

６．個別申請データより、公文書を 

取得する場合には、左側の 

表示ボタンから 

申請明細画面に入り 

表示ボタンから 

手続き詳細画面で 

公文書を取得します。 

 

 

 

７． 公文書が複数ある場合には、画面 

下段の表示ボタンより、個別に 

公文書を取得します。 

   

 

 

 

 



－ １９ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．保存場所を指定して保存します。 

 

１．保存場所が表示されます。 

２．表示ボタンから内容が表示されま

す。 

３．検証署名については、検証結果には、

「有効」、「無効」、「判別不能」、「検証

対象外」の4パターンがありますが、「有

効」の時のみ表示ボタンから、情報が表

示できます。それ以外では表示できませ

ん。 

健保組合の届では検証結果は「検証対象

外」の値にしかならないようなので、表

示ボタンはグレイアウトしています。 

 

 

４．公文書を取得して保存すると、「あ

り（取得済）」に変更となります。 

 

５．メッセージを再取得することができ

ます。 

１．公文書を取得し、情報メッセージが

表記されますので、OK をクリックしま

す。 

 

 

１．公文書取得ボタンをクリックしま

す。 

 

 



－ ２０ － 

 ４－６．検索方法 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

４－７．申請の削除と非表示 

 

 １． 削除（非表示）したい届出

を選択してから、「申請の削除」

または「申請の非表示」をクリ

ックします。 

 

２．削除 または 非表示 

  ボタンをクリックします。 

 

２． 実行ボタンをクリックす

ると 

 削除 または 非表示となりま  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．事業所や手続き、届出作成日や状況

によって検索することができます。 

表示ボタンをクリックすると、結果が表

示されます。 

３． 削除（非表示）したい届出を選択し

てから、「申請の削除」または「申

請の非表示」をクリックします。 

 

２．削除 または 非表示 

  ボタンをクリックします。 

 

４． 実行ボタンをクリックすると 

 削除 または 非表示となります。 

 

※ 確認画面を表示しない場合には、 

「確認画面を表示しない」にチェックを

つけてください。 



－ ２１ － 

４－８．申請の削除戻しと再表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 削除（非表示）を戻したい届出を選

択してから、「申請の削除戻し」ま

たは「申請の再表示」をクリックし

ます。 

 

２．削除戻し または 再表示 

  ボタンをクリックします。 

 

５． 実行ボタンをクリックすると 

削除・非表示された届出が表示されま

す。 

 

※ 確認画面を表示しない場合には、 

「確認画面を表示しない」にチェックを

つけてください。 



－ ２２ － 

４－９．取り下げ依頼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 手続き詳細画面の「取下げ」より 

手続きの取り下げが可能です。 

「取り下げ申請」を行うとステータスが

「取下げ処理中」になり、その後、取下

げが受け入れられれば「取下げ済み」に

なります。却下されれば「処理中」に戻

ります。 



－ ２３ － 

１０－１．健保組合資格取得届 

【申請データ作成画面】 

 


